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午前 １０時 ００分 開会 

教 育 長  皆様、おはようございます。本日は４名の委員の出席を得ましたので、委員会

は成立しております。 

 それでは、ただいまから令和７年第１８回の教育委員会を開会いたします。 

 本日の会議に出席する職員は、林次長、金子地域力担当部長、久保田教育総務

課長、濱野多様な学び推進担当課長、小林学務課長、柏田新しい学校づくり課長、

野﨑学校配置調整担当課長、池田生涯学習課長、品田史跡公園担当課長、高木地

域教育力推進課長、石野教育支援センター所長、以上１１名でございます。 

 本日の議事録署名委員は会議規則第２９条により、善本委員にお願いします。 

 本日の委員会は２名から傍聴の申出がなされており、会議規則第３０条により

許可しましたので、お知らせいたします。 

 次に、非公開とする審議の案件の確認をいたします。 

 日程第一 議案第３８号「教育委員会・次期各計画の名称変更について」と、

日程第二 議案第３９号「「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －教育ビジョ

ン２０３５－、ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし アクションプラン２０２８

－」（素案）について」と、日程第三 議案第４０号「「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯ

ＯＬ いたばし －多様な学び推進２０２８－」（素案）について」と、日程第四 

議案第４１号「「板橋区立中学校部活動地域移行実施計画２０２８」（素案）に

ついて」と、日程第五 議案第４２号「「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ －いたばし 

学校施設づくり２０３５－」（素案）について」は、１１月の文教児童委員会で

審議を予定している案件のため、また、日程第六 議案第４３号「板橋区立八ケ

岳荘指定管理者候補団体の選定について」は、第四回区議会定例会にて審議を予

定している案件のため、また、報告１「令和８年度学校給食調理等業務新規委託

校について」は、区議会への情報提供前のため、本日の教育委員会において公開

で審議を行うことにより、具体的かつ自由な討論、質疑ができないおそれがあり

ますので、一時非公開にする審議とし、議事進行の都合上、委員会の最後に処理

することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長  それでは、そのように処理します。 

 

○議事 

日程第七 議案第４４号 東京都板橋区あいキッズ条例施行規則の一部を改正す

る規則 

（地域教育力推進課） 

教 育 長  それでは、議事に入ります。初めに、日程第七 議案第４４号「東京都板橋区

あいキッズ条例施行規則の一部を改正する規則」について、地域教育力担当部長

と地域教育力推進課長から説明を願います。 
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地域教育力担当部長  地域教育力担当部長です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第４４号についてご説明いたします。 

 議案資料をご覧いただければと思います。 

 議案第４４号「東京都板橋区あいキッズ条例施行規則の一部を改正する規則」

についてでございます。 

 議案の提出日は、令和７年１０月９日。 

 提出者は、教育長、長沼豊でございます。 

 提案理由につきましては、日本語でコミュニケーションを取ることが難しいよ

うな外国籍児童の増加に伴い、規則で定めておりますあいキッズ利用に関する申

請書の様式に児童の日本語能力を記載する欄を設ける他、所要の文言整理を行う

ものでございます。 

 詳細につきましては、地域教育力推進課長よりご説明いたします。 

 

地域教育力推進課長  地域教育力推進課長です。よろしくお願いいたします。 

 東京都板橋区あいキッズ条例施行規則の一部改正でございます。 

 この改正につきましては、あいキッズの利用に当たって、事前にご提出いただ

いております、あいキッズ利用登録申込書兼利用申請書の様式と申立書の様式を

一部改正するものでございます。 

 ページを送っていただきまして、６／９ページからが新旧対照表でございます。 

 少し文字が小さいので、適宜、拡大しながらご覧いただければと思いますが、

様式の改正のみであるため、最初に付則からとなりますけども、公布の日から改

定を施行するということ、それから、旧様式が紙で残っている場合につきまして

は、それを使用した場合も、必要事項が記載されていれば、支障がないので使え

るということを規定しております。 

 続いて、７／９ページに移りまして、第１号様式につきましては、あいキッズ

利用登録申込兼利用申請書となっておりまして、あいキッズを利用する場合につ

きましては、毎年度、事前にご提出いただいているものとなっております。 

 このうち、中段の利用児童の状況、赤字で改正部分については記載しておりま

すが、こちらの一部文言整理を行った他、外国籍の児童が増加していることを踏

まえまして、利用児童の様子として、生活に不安があることの１つとして、日本

語の理解力も記載していただくこととしました。 

 また、下段、（３）の利用期間を記入する欄につきまして、基本的に午後５時

まで利用可能である、さんさんタイム一般の登録の場合に、保護者の就労等も要

件としておりませんで、全児童対象であったため、教育委員会としては、承認審

査を行う対象ではなかったこともありまして、これまで利用期間の記載を求めて

おりませんでしたが、現場からは、さんさんタイム一般の児童につきましても、

少なくとも利用開始時期は把握する必要があるという声があったことを踏まえま

して、今回、欄を設けるものでございます。 

 続いて、８／９ページに移りまして、通勤・通学等の所要時間につきまして、

これまで経路も併せて記載をお願いしておりましたが、今年度からあいキッズの
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利用手続につきまして、電子申請を可能とするに当たって、保護者の通勤・通学

経路の把握の必要性を改めて精査しましたところ、そちらは不要というふうに考

えまして、経路の記載を削除したものでございます。 

 続いて、９／９ページに移りまして、先ほどの様式を補完するものとしての申

立書の様式につきましても、類似の様式として、就労証明書等の表現にそろえる

といったことで、一部、文言整理をしたものでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

野 田 委 員  ご説明ありがとうございます。 

お子さんが日本語の理解が難しい場合、保護者の方にとっても同様の困難がある

かと思います。申請用紙についてですが、今後、例えば英語表記のフォーマット

を用意するご予定はありますでしょうか。また、電子申請を行う際に、振り仮名

のように翻訳を併記するなどの対応については、すでに検討されているのでしょ

うか。 

 

地域教育力推進課長  確かに日本語に関しての理解が難しい外国籍の保護者様の場合もあったと思い

ますが、そのような場合のコミュニケーションにつきましては、今回、学校の方

に配布して使用されているＫＯＴＯＢＡＬ（コトバル）といったものをあいキッ

ズの方で借りることも可能になっているというところで、そのような対応も、取

っていくというところで、特段、今のところ、様式そのものに関しまして、英語

表記のものであるとか、振り仮名表記にするとか、そのようなところまでは考え

ていないところでございます。現場からも、そこまでの困り感というところまで

は報告はされていないところではございます。 

 

野 田 委 員  分かりました。ありがとうございます。 

 

教 育 長  他にいかがでしょうか。 

 

山 口 委 員  ご説明ありがとうございます。 

 日本語理解力というのは、Ｎ２とか、Ｎ３とか、日本語検定は色々ありますけ

ども、どれぐらいまで日本語力をこれから伸ばしていくのか。 

 日本で生活するとなると、日本語力を伸ばしていかないといけないと思います

が、あいキッズでの日本語の授業とか、日本語理解力を上げるための授業とか、

何かそういう、小さいものでもいいので、何かそういうこともやっていらっしゃ

るのでしょうか。 

 

地域教育力推進課長  地域教育力推進課長です。 

 特段、あいキッズの方で、日本語に関しての理解力を向上させるための、何か
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取組ということに関しては、特段、区の方で各あいキッズの方に指示をしている

というような、契約上しているというようなことはありませんが、例えばコミュ

ニケーションの中で、日本語に関して理解が進むように、各あいキッズの方で取

り組んでいるところはあるかなというふうに思っております。 

 

山 口 委 員  ありがとうございます。 

 

教 育 長  学務課長から補足がありますね。お願いします。 

 

学 務 課 長  外国籍の児童が入学されるときに、こちらの方で学籍の方を作る関係があって、

転入の手続に来ていただくのですね。そのときに日本語の習熟度をお伺いさせて

いただいて、やはりまだ授業についていくことが難しいかなという児童・生徒に

つきましては、日本語の指導をさせていただいております。 

 内容としましては、日本語学級とか、あとは日本語学習の初期支援というとこ

ろで、本当に必要最低限な日本語をまず学んでいただいた上で、学校が楽しみに

なるようにというところで、そのような支援の方は最初にさせていただいて、あ

いキッズですとか、その他のものもそうなのですが、日本語での学習についてい

けるような支援というのは日頃からやらせていただいておるところでございます。 

 

山 口 委 員  ありがとうございます。 

 

教 育 長  他にいかがでしょうか。 

 

（なし） 

 

教 育 長  よろしければ、お諮りいたします。日程第七 議案第４４号については原案の

とおり可決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長  それでは、そのように決定します。 

 

○報告事項 

１． 第２４回櫻井徳太郎賞の応募状況について 

（生－２・学務課） 

教 育 長  続いて、報告事項を聴取します。報告２「第２４回櫻井徳太郎賞の応募状況に

ついて」、こちらは生涯学習課長から報告願います。 

 

生涯学習課長  生涯学習課長です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、第２４回櫻井徳太郎賞の応募状況についてご報告させていただきま



5 

す。 

 令和７年４月に募集を行ってまいりました、こちらの櫻井徳太郎賞でございま

すが、９月８日をもって募集を締め切ったところです。 

 それぞれの応募状況について、ご報告をさせていただくところでございます。 

 事業概要については割愛させていただきまして、募集についてでございます。 

 募集内容についてでございますが、今年度より募集案内に、実際に訪れた場所

や調べたものの記録などを添付するように明記をさせていただいたところがござ

いまして、応募状況にその部分が反映されているのかなというところがございま

す。 

 内容についても割愛させていただいたところでございまして、３番の応募状況

でございます。 

 全３３１編の応募がございました。括弧が昨年度の応募数になっておりまして、

昨年は１，０７３編というところでございました。 

 一般の部、高校生の部については、あまり大きな変化はございませんでしたが、

小・中学校の部でございますが、こちらが今年の応募が３１４編で、昨年度は１，

０４９編というところでございました。また、今年度は、中学生からの応募はご

ざいませんでした、というところでございます。 

 それで、小学校については、区立小学校が１０校で３１２編という形の応募が

ございまして、区外の小学校については、２校、２編という形での応募がござい

ました。 

 やはり先ほど募集の状況について申し上げましたとおり、今年度より募集案内

について、そのような実際に訪れた場所などの記録というところで、なかなか内

容的に、精査されたすばらしいものが出てきているというところでございました。 

 裏面、次のページに移りまして、今後のスケジュールでございます。 

 第一回審査会が１０月１５日、第二回が１１月５日に終わりまして、授賞式に

ついては、３月２１日、区立中央図書館で行うというところでございます。 

 簡単でございますが、以上です。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

小 林 委 員  ご説明ありがとうございました。 

       今年度から、実際に訪れた場所ということで、それが足かせになって、応募数

が少ないということですが、実際に調べた場所を加えられたのはどういう見地か

らでしょうか。もう少し説明を加えていただければと思います。 

 

生涯学習課長  生涯学習課長です 

櫻井徳太郎氏は、現地を訪れて調べるということを重視した研究者であったと

のことです。近年は、インターネットなどにより、現地に赴かずとも簡単に調べ

ることができるため、賞創設の趣旨を考慮すると、それらをきちんと行ったこと

の確認が必要であると考え、今回のように変更いたしました。それにより、応募
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作品は少なくなりましたが、その分、質の高い作品が多くなったと報告を受けて

おります。 

 

小 林 委 員  ただ、中学校が応募がないというのは少し残念な感じがいたしますが、その辺

りはいかがでございましょうか。 

 

生涯学習課長  中学生については、今年はなかったというのは非常に残念な状況でございまし

て、昨年がちなみに区外の学校も５校ほど応募がございまして、区内の学校も１

校という形でいただいて、全部で大体２３０ぐらい応募があったところでござい

ますが、区外の学校がそのような形で減ってしまったということもありますので、

さらに５校については、前年とそこまで変わらず周知はさせていただいたところ

であるのですが、今回は中学校は少なかったということもありますので、来年度

の周知については、また工夫してまいりたいというふうに思っております。 

 

小 林 委 員  ありがとうございます。 

 ぜひ中学生からも応募していただけるように、周知いただければと思います。 

 ありがとうございます。 

 

教 育 長  他にいかがでしょうか。 

 

善 本 委 員  やはり、今、小林委員も触れていらっしゃいましたが、中学生の応募がゼロだ

ったというところがすごく気になるところで、条件が今年から変わられたという

ことをご説明いただいたのですが、ただ、その場合だと、全体の数が同じような

比率で減るというのは、何となく、結果として想像がつくのですけど、原因とし

て、中学校がゼロになったということについては、今の時点でなくて構わないの

で、この分析をしていただいて、本当に色々な工夫をしていただいて、私も、毎

回、お話ししていますが、板橋有徳高校の校長時代に生徒が櫻井徳太郎賞を受賞

するということもあって、長らくうまく色々なところに周知されているところだ

とは思っていて、中学校がゼロというものについての原因は、少し、後日でも全

然構わないので、教えていただけると、分析していただければなというふうに思

いますので、よろしくお願いします。 

 

生涯学習課長  ありがとうございます。 

 前年度、応募いただいた学校にでも、今年、少し調査させていただいて、来年

度の募集にまた生かしていきたいと思います。 

 

教 育 長  ありがとうございます。 

 他にいかがでしょうか。 

 

野 田 委 員  募集内容が変更になって、実際に訪れた場所や調べたものの記録を添付する
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ことは非常に作品の質を高めるためにも重要なポイントだと思うのですけど、

この募集内容を変更するに当たって、公募する際に、どのように資料を添付す

ることについての説明がされたかということを聞かせていただくことはできま

すか。 

 

生涯学習課長  具体的にこういうような形でという形のお示しはしていないところでございま

すが、この辺りの添付というところは、分かりやすい形でということで、別に専

用のチラシを作りまして、各周知する学校にはお配りをさせていただいたところ

です。 

 また、区内の学校については、全体校長会の中で、その部分について、少し私

の方からご説明させていただいて、区内の校長先生だけでございますが、ご了解

をいただいたというところでございます。 

 

野 田 委 員  実際に教科書の中にも、文章のみならず、このような表や図や写真というもの

が入っていて、そのようなものを参考にしながら、書かれている文章を理解する

こととかということを習慣づけて授業を受けていると思いますので、そのような

例をもって、書かれた方が自分の思いを伝えるために必要な資料として活用でき

るように、そのような使い方なども示していただけると、より作品の内容も濃く

なりますし、応募者も増えるかと思いますので、今後、参考にしていただけると

ありがたいと思います。いかがでしょうか。 

 

生涯学習課長  生涯学習課長です。ありがとうございます。 

 いただいたご意見を踏まえて、来年の募集に、また生かしてまいりたいと思い

ます。ありがとうございます。 

 

教 育 長  他にいかがでしょうか。 

 

山 口 委 員  ご説明ありがとうございます。櫻井徳太郎先生はとても有名な先生で、中央図

書館にも特別なお部屋があったりいたしますが、もっと櫻井先生を検証するよう

な、何か講演とか、そういうこともやっていらっしゃるのでしょうか。 

 お名前が消えないようにというか、もっと盛んに櫻井徳太郎賞が全国的に知ら

れるようになってくると、もっともっと面白いものが出てくるのではないかと思

いますが、教えてください。 

 

生涯学習課長  生涯学習課長です。ありがとうございます。 

 今現在は、特に櫻井徳太郎先生の講演会とか、そのような予定はしていないと

ころでございますが、いただいたご意見を踏まえて、来年度に向けて、また、う

ちの方で精査させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

山 口 委 員  ありがとうございます。 
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教 育 長  よろしいですか。 

 募集の内容についての要件が変わったということでご質問がたくさんありまし

た。昨年は多かったものの、安易にホームページ等で調べたものが出てきたとい

うこともあり、変更しようという趣旨もあったと思います。もう１つは、この中

にも書かれていますが、櫻井先生ご自身がフィールドワークをとても大切にされ

ていたということもあると思います。その点はいかがですか。 

 

生涯学習課長  生涯学習課長です。ありがとうございます。 

 今、教育長がおっしゃっていただいたとおり、櫻井徳太郎先生はそのようなフ

ィールドワークを大事にされたというような趣旨も絡んで、今回の募集にも少し

生かしてまいったというところもございます。 

 また、ＡＩ対策なども含めて、このような形できちんと調べたというところを

確認というか、そのような調べたものを応募いただくというところを考えてやら

せていただきました。ただ、非常に激減してしまったところがございますので、

これの募集のところであるとか、色々と教育委員の皆様にご意見をいただきまし

たので、そこを踏まえて、来年の募集に生かしてまいりたいと思います。 

 ありがとうございます。 

 

教 育 長  では、よろしいですか。 

 

（なし） 

 

教 育 長  では、本件は以上といたします。 

 次に、教育委員会次第にはありませんが、追加報告事項はありませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長  なければ、先ほど申し上げましたように、日程第一 議案第３８号と、日程第

二 議案第３９号と、日程第三 議案第４０号と、日程第四 議案第４１号と、

日程第五 議案第４２号と、日程第六 議案第４３号と、報告１については非公

開として徴収いたしますので、傍聴人の方はご退席願います。ありがとうござい

ました。 

 

（傍聴人 退席） 

 

○議事 

日程第一 議案第３８号 教育委員会・次期各計画の名称変更について 

（教育総務課） 

教 育 長  それでは、議事に入ります。日程第一 議案第３８号「教育委員会・次期各計
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画の名称変更について」、次長と教育総務課長から説明を願います。 

 

次 長  では、次長でございます。よろしくお願いします。 

 議案第３８号「教育委員会・次期各計画の名称変更について」ということで、

提出者は、長沼豊教育長でございます。 

 来年度、令和８年度から向こう１０年間を計画します教育ビジョンですとか、

各種計画を、今、教育委員会では定めているところでございますが、その大本に

なる名称につきまして、次の計画については、新たなものとしていきたいという

ことで、ここでお諮りするものでございます。 

 詳細につきましては、教育総務課長の方からご説明申し上げます。 

 

教育総務課長  よろしくお願いいたします。 

 資料の方をご覧ください。 

 少し名称変更の背景についても説明をさせてください。 

 現在、来年度以降に向けまして、庁内では様々な計画策定をしております。 

 教育委員会事務局も同様でございまして、幾つかの計画を並行して策定してい

るところでございます。 

 それを契機に、今後１０年間の教育委員会事務局がめざす姿を明確にするため

に、計画名であるとか、考え方について整理し、統一したものであるということ

をお伝えいたします。 

 資料の方に入りますが、まず、教育委員会が最も大切にする考え方といたしま

して、最上位概念でございます、「教育は人が幸せに生きるためにあります 教

育を通して、学ぶ喜びや成長する喜び、人とつながる喜びを感じられる一人ひと

りの生涯」、こちらが最上位概念となりまして、次に教育委員会がめざす姿、こ

こが名称変更に関わる部分でございます。 

 「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし」、このＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いた

ばし ですが、「ＭＩＲＡＩ」という言葉が持つ力に、今後１０年間のめざす姿

というものを託していきたいというふうに考えております。 

 また、「ＳＣＨＯＯＬ」、狭義では学校となりますが、より広く捉えておりま

して、町全体を学びのキャンパスとして捉えております。「ＭＩＲＡＩ」「ＳＣ

ＨＯＯＬ」「いたばし」この３つを合わせまして、これをそれぞれの計画に冠と

してつけることで、教育委員会事務局として統一された実現したい姿というのを

明確にしてまいります。 

 「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし」の中で「ＭＩＲＡＩ」、それぞれ、Ｍ

・Ｉ・Ｒ・Ａ・Ｉ、これを、それぞれ、自分らしく進む力、認め合って生きる力、

つながり助け合う力、自ら行動を起こす力、ゼロから切り拓く力というところで、

右側にそれぞれの特徴を載せてございます。 

 この「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし 」を次期各計画の名称に統一的に

使用することで、めざす姿を明確に発信しまして、また、この「ＭＩＲＡＩ Ｓ

ＣＨＯＯＬ」を教育委員会の象徴として実現を図っていくという考え方でござい
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ます。 

 １ページ目の後半になりますが、教育委員会事務局の中での次期計画体系につ

いてお示ししたものでございます。 

 まず、全体の上位概念として、「－教育ビジョン２０３５－」、これは旧板橋

区教育ビジョン２０３５になります。 

 また、アクションプランといたしまして、学び支援プランがございましたが、

こちらは「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －アクションプラン２０２８

－」というふうに名称を変えていきます。 

 また、その下位に、３つのハード面での魅力ある学校づくりプラン、それから、

子ども読書活動推進計画、それから、多様な学び推進プランというところで、そ

れぞれ、「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ －いたばし 学校施設づくり２０３５－」

「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －子ども読書活動２０３０－」「ＭＩＲ

ＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －多様な学び推進２０２８－」ということでお示

ししております。 

 また、上記以外の策定済みの計画については、計画改定時に名称変更を行って

いく考えでございます。 

 続きまして、２ページ目にお進みください。 

 こちらの方では、今お伝えしましたそれぞれの計画についての、さらに細かな

ビジョン、それぞれの計画に対しての「Ｍ・Ｉ・Ｒ・Ａ・Ｉ」、「Ｍｏｔｉｖａ

ｔｉｏｎ」「Ｉｎｃｌｕｓｉｏｎ」「Ｒｅｌａｔｉｏｎ」「Ａｃｔｉｖａｔｉｏ

ｎ」「Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ」というところで、それぞれに対しましてのビジョ

ンというものをお示ししたものでございます。 

 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 特によろしいですか。 

 

（なし） 

 

教 育 長  これまで教育委員会は、「教育の板橋」ということを掲げてやってきましたが、

令和８年度からは、「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし」という言葉で施策を

展開していくということになります。 

 そして、今説明がありましたが、それぞれの下位計画全て、この「ＭＩＲＡＩ 

ＳＣＨＯＯＬ」を掲げた名前になっているということです。 

       よろしいでしょうか。 

 

（なし） 

 

教 育 長  それでは、お諮りします。日程第一 議案第３８号については原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。 
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（異議なし） 

 

教 育 長  それでは、そのように決定します。 

 

○議事 

日程第二 議案第３９ 「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －教育ビジョン

２０３５－、ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －ア

クションプラン２０２８－」（素案）について 

（教育総務課） 

教 育 長  次に、日程第二 議案第３９号「「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －教

育ビジョン２０３５－、ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －アクションプラ

ン２０２８－」（素案）について」、次長と教育総務課長から説明を願います。 

 

次 長  それでは、議案第３９号「「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －教育ビジ

ョン２０３５－、ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －アクションプラン２０

２８－」（素案）について」でございます。 

 提出者は、こちらも、長沼豊教育長でございます。 

 ただいまご決定を賜りました計画名称の変更をいただきまして、教育ビジョン

並びにアクションプランである、従来の学び支援プランであるアクションプラン

２０２８の素案を作成いたしましたので、教育委員会としてご決定承りたいとい

うものでございます。 

 詳細につきましては、教育総務課長の方からご説明申し上げます。 

 

教育総務課長  教育総務課長です。よろしくお願いいたします。 

 資料は２ページになっておりますが、１ページ目の方が、「ＭＩＲＡＩ ＳＣ

ＨＯＯＬ いたばし －教育ビジョン２０３５－」についてのご説明になります。 

 あと、２ページ目に行きますと、アクションプランである「ＭＩＲＡＩ ＳＣ

ＨＯＯＬ いたばし －アクションプラン２０２８－」、今の学び支援プランでご

ざいます、についての説明となっております。 

 まず、概要版の１ページ目の方から説明をいたします。 

 第１章から第４章に分かれてございます。 

 まず、第１章は、策定方針となります。 

 こちらは、次期基本構想、基本計画、教育大綱と連携を図りながら、２０３５

年までの１０年間の施策体系を定め、総合的、計画的に推進する指針、「ＭＩＲ

ＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －教育ビジョン２０３５－」を、また、アクショ

ンプランとしての３年間の事務事業を掲載した、「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ い

たばし －アクションプラン２０２８－」を策定するものでございます。 

 第２章の板橋区を取り巻く状況について掲載しております。 

 社会環境の変化、人口動態、多様化する子どものニーズ、教員を取り巻く状況
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の変化というところで、それぞれの分析をしております。 

 第３章に移りまして、これまで１０年間の教育ビジョン２０２５の振り返りと

いたしまして、これまでの実績、または今後の課題の分析といったものを掲載し

ております。 

 ポイントといたしましては、個別最適な学び、協働的な学びの一体的充実、全

ての子どもの学びを保障するための多様な学びの推進、教員の働き方改革や、家

庭、企業、ＮＰＯなど、多様な主体との連携、誰もが学び続けられる環境の整備、

デジタル技術の活用といったものがございます。 

 第４章がメインとなります。これからの板橋区の教育でございます。 

 先ほどご説明申し上げました計画の名称変更にもありましたが、「最も大切に

する考え方」といたしまして、「教育は人が幸せに生きるためにあります」とい

うところを最上位概念として掲げております。 

 （２）の「私たちは何をめざすのか」というところは、先ほどのご説明と重な

りますので、省略をさせていただきます。 

 その中で、（３）「私たちはどのように行動するのか」。 

 違いを認め、選択肢を増やし、余白を作り、子どもも大人も社会の一員である

と認識し、つなぐ、つながる、つなげていくという考えでございます。 

 （４）といたしまして、「いたばし全体を学びのキャンパス」と考えておりま

す。 

 区長部局であるとか、地域団体、企業、大学、ＮＰＯなど、多様な主体との連

携・協働を推進し、新たな学びの機会を創出する取組を増やしていくことで、い

たばし全体を学びのキャンパスへと広げてまいります。 

 ２ページ目にお移りいただきまして、こちらの方はアクションプランの施策体

系でございます。 

 １３施策、それから４６事業ということで載せております。 

 以上、概要版の説明となります。よろしくお願いいたします。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 私から、こちらは、法的な立てつけは、第１章にあるように、まず、次期基本

構想、基本計画、そして、教育大綱を区長部局が区長名で出すものです。 

 それを踏まえて、我々教育委員会としては、教育のビジョンとしてプラン等を

出していくという立てつけになっています。 

 あわせまして、これは本文の方にあったと思いますが、このビジョンを策定す

るには、約１年間かけて、学識経験者の方や、校長先生、公募委員の方、地域の

方々を含めた委員会を設けて協議をしてきた内容がここに反映されているという

内容です。 

 

教育総務課長  ありがとうございます。 

 まず、法的なところについては、長沼教育長からのご説明のとおりでございま

す。ありがとうございます。 
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 また、１年間をかけてというところで、ありがとうございます。その１年半の

間にも、もう既に５回の策定検討会を開いておりまして、本当にたくさんの方々

から様々な意見を頂戴しております。 

 また、事務局内でも課長方に協力をしていただきまして、どのようなビジョン

であるべきなのか、また、そのビジョンを実際にアクションプランに落とし込む

とどうなっていくのかというところを、これまで半年間以上かけまして、このよ

うな形でお示ししております。 

 あとは、これが本当に今後１０年の指針となるように、また、最終的な公表に

向けて検討してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

教 育 長  もう１点は、この「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし」という言葉について

ですが、「ＳＣＨＯＯＬ」というと、狭い意味では学校を指す英単語としては使

われますが、板橋全体を学びのキャンパスと捉えるということですので、学校教

育だけではなくて、社会教育、地域教育力と私たちは呼んでいますが、それも含

めて教育全体で考えていくというビジョンだということも、併せてご確認をいた

だければと思っております。 

 このことは、区民の皆さんに示すときにも大事になりますね。「ＳＣＨＯＯ

Ｌ」と言っているから学校のことだけだと思われないような形で、板橋の教育全

体を考えるためのものであるということもしっかりと伝えていただきたいと思い

ます。 

 この点、教育総務課長、いかがでしょうか。 

 

教育総務課長  ありがとうございます。 

 今回、１０年振りのビジョンということもございますし、また、名称変更があ

ったというところで、そこは誤解のないように、また、すごく力強くビジョンを

やっぱり打ち出していきたいという考えがございますので、そこはもちろん誤解

のないように、また、より発信力を高めて周知していきたいというふうに考えて

おります。 

 

教 育 長  よろしいでしょうか。 

 

（なし） 

 

教 育 長  それでは、お諮りします。日程第二 議案第３９号については原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長  それでは、そのように決定します。 
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○議事 

日程第三 議案第４０ 「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －多様な学び推

進２０２８－」（素案）について 

（多様な学び推進担当課） 

教 育 長  次に、日程第三 議案第４０号「「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －多

様な学び推進２０２８－」（素案）について」を次長と多様な学び推進担当課長

から説明願います。 

 

次 長  それでは、議案第４０号「「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －多様な学

び推進２０２８－」（素案）」でございます。 

 提出者は、長沼豊教育長でございますが、こちらも多様な学びを進めるための

推進プランということで、向こう３か年の素案を策定したものでございます。 

 詳細につきましては、多様な学び推進担当課長の方からご説明申し上げます。 

 

多様な学び推進担当課長  よろしくお願いいたします。 

 では、ページとして、２ページ目の方にお進みいただいてよろしいでしょうか。 

 概要版が２ページ目と３ページ目となっておりますので、そちらでご説明させ

ていただきます。 

 「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －多様な学び推進２０２８－」（素

案）でございます。 

 左上、１、プランの策定の趣旨・位置づけでございます。 

 多様な学び推進プランは、教育ビジョン２０２５での多様な学びに対する考え

方を受け、子どもの特性や背景によらず、多様な一人一人の状況に対応した学び

をめざし、「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －アクションプラン２０２８

－」に基づく多様な学びに関連する取組の推進、充実を図るために作成したプラ

ンでございます。 

 こちらにつきましては、先ほど、教育総務課長からご説明いただいたとおり、

「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －教育ビジョン２０３５－」、こちらの

下に掲載しているところでございます。 

 プランの背景でございます。 

 下の２番でございます。 

 令和５年度に不登校児童・生徒が１，３００人を超え、不登校児童・生徒の学

びの保障が喫緊の課題となっております。 

 また、特別支援学級等に在籍する児童・生徒、外国籍の日本語の指導を必要と

する児童・生徒が増加傾向にあり、支援の充実が必要、重要でございます。 

 子どもの特性や背景によらず、多様な一人一人の状況に対応した個別最適な学

び、協働的な学び推進についても必要とされているところでございます。 

 右上、めざすべき方向でございます。 

 多様な一人一人の状況に対応した子どもの学びを継続させるため、学ぶ内容、

方法、場所の３つの観点からの工夫により、めざすべき方向を推進していきます。 
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 下の４でございます。 

 めざすべき方向を踏まえ、実現したい多様な学びの環境を以下のとおりといた

します。 

 「多様な学びを通じて、さまざまな個性をもつ児童・生徒が、自らの個性や能

力を伸ばし、様々な困難を乗り越え、人生を切り開き、成長と幸せを実感できる

環境」でございます。 

 アウトカムイメージについては、次ページに掲載しておりますので、後ほど説

明させていただきます。 

 ２ページ目にお進みください。 

 左側に、こちらのプランに関連する重点戦略と取組を、そして、右側に、その

重点戦略のイメージとアウトカムイメージを置いております。 

 まず、右側をご説明させていただきます。 

 ３つの重点戦略につきましては、重点戦略１、学びを続ける上での様々な選択

肢の提示、こちらはいわゆる不登校児童・生徒の社会的自立を支える多様な学び

という形で進めるものです。 

 重点戦略２、こちらは様々な背景を持つ子どもに応じた個別支援の強化でござ

います。発達の特性や外国籍などの背景を持つ児童・生徒に対応した多様な学び

を進めてまいります。 

 重点戦略３として、それらを取り囲むように、子どもの状況に応じた学びの推

進と地域と協働した学びの実施でございます。 

 こちらにつきましては、子ども一人一人の状態というのは様々な状態がござい

ます。不登校であってもなくても、子ども一人一人に応じた、様々な多様な学び

を提供していく、そのような形で、このイメージ図として、少し重なり合ってい

るような形になっているのは、そのようなグラデーションのような状況にあると

いうことを表したく、載せたものでございます。 

 下段のアウトカムイメージにつきましては、児童・生徒を真ん中に置いた上で、

右下、学校、こちらに行きたいというお子様もいる一方で、フレンドセンター、

ｉ－ｙｏｕｔｈ・図書館であったり、地域での学び、はたまたフリースクールや

学習塾など、民間施設の様々な場があります。 

 また、その学ぶ方法や内容についても、色々なものがあるということを図示し

たものでございます。 

 左側の説明に戻らせていただきます。 

 一番上段に、先ほど申し上げた、実現したい多様な学びの環境というのを置き

まして、そこにつながるように、重点戦略１、重点戦略２、重点戦略３を配置し

ているところでございます。 

 重点戦略１に関連した取組として、１、２、３というところで、教育以外の居

場所の充実、フレンドセンターの充実、不登校または不登校傾向の児童・生徒の

保護者支援。 

 重点戦略２に関連する取組として、１、発達特性を持つ児童・生徒の多角的な

支援、２、外国籍の児童・生徒及び日本語指導を必要とする児童・生徒への支援。 
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 重点戦略３として、多様な児童・生徒に合わせた主体的、対話的で深い学びの

推進、地域とともに取り組む多様な場面の実践ということを取組として置いてお

ります。 

 説明については以上となります。 

 

教 育 長  それでは、質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 まず、この概要版の２ページ目にありますように、様々な取組がございます。

もう既に板橋区ではかなり力を入れて、それぞれ取り組んできたものですが、あ

えてこのように取り出して、これを一体化して取り組んでいくというところがこ

の多様な学びを推進していくということの表れです。その点について、まず聞か

せていただきたいのが１点目。 

 ２点目は、この概要版２ページ目、今度は右上の図で、この戦略が、重点戦略

１、２、３と配置してあって、ここがくっきりとした色分けではなくて、ブルー

を基調にして、グラデーションになっているところ、多分、ここにも何か考えが

あるのではないかと思いますが、説明をお願いできますか。 

 

多様な学び推進担当課長  まず１点目にございますように、不登校施策等につきましては、現在も、指導

室、また教育支援センターの方で十二分に取り組んでいるというところでござい

ます。 

 しかしながら、それらも踏まえて、さらにどう一体的に見ていくのかというと

ころについて充実を図っていきたいというところがございます。 

 本文の方のご案内になって恐縮なのですが、３８／５２ページで、ＰＤＦ上で

申し上げますと、３１と画面上表示されているものでございます。よろしいでし

ょうか。 

 ここからが、おのおのの、先ほど申し上げた取組ごとに、さらに３年間の取組

ということで、教育委員会が一丸となってどう取り組んでいくかということを載

せているようなページとなっております。 

 一例だけ少し挙げさせていただきますと、上段の取組１でございます。 

 教室以外の居場所の充実というところで、既に、①とか、学校の教室以外の安

心して過ごせる居場所自体はあるのですが、これをさらに充実していくであった

り、あいキッズ室における日中の不登校児の居場所の実施、また、大学と連携し

た居場所、メタバースの空間を利用した支援などに加えまして、また、対応の方

でも、今後、さらに民間団体との連携によるさらなる居場所の開拓といったよう

なこともやっていきたい。 

 そのような形で、おのおの、今までも当然じっくりと取り組んでいるところは

あるのですが、取組１、２も、以降も含めてなのですが、その支援の隙間を埋め

ていくといったら誤解があるのかもしれませんが、どう充実していくかというと

ころを１つの計画としていくことで見える化していくというところが、このアク

ションプランからわざわざ切り出して、多様な学びというところが重複している

部分もある一方で、出しているというのは、そのような部分でいくという姿勢で
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すね、この多様な学びを全体として捉えて、不登校に特化したものではなく、複

数のグラデーションがあるんだというところをきちんと捉えた上で、計画として

１つに練り上げることで、板橋区としてオリジナルの、多様な学びのという形で

の計画というのは、都内ではそのような計画をつくっているという自治体はない

ものですし、恐らく全国でもかなり希少な観点からの計画という認識でございま

すので、区としても、特色を持ってこの部分を打ち出すんだというところを考え

ていたのが、この計画全般というところでございます。 

 ２つ目のグラデーションの部分については、先ほど教育長からもお話がござい

ましたが、やはり重なり合いがあるということで、不登校という児童の、その背

景に、逆に外国籍的な要素があるかもしれない。外国籍だったら、日本語指導を

要する児童であって、不登校にならなくていいかもしれない。 

 悩んでいなくて、学校には行けているかもしれないけど、その学校の中で、や

っぱり色々な学習面の悩みであったり、支援が欲しいという子どももいます。そ

れは、グラデーションというのか、さざ波というのか分かりませんが、子どもた

ちの状況もやっぱり波のように変化するというところの中で、特定の子に焦点を

当てるのではなく、そこを幅広く受け止めていくんだというところを意識するた

めのイメージとして、そのグラデーションというところを少し意識したという、

青色であったり、色のバランスを少し変えたりしたというのはそのような意図が

ございました。 

 説明が長くなりました。よろしくお願いいたします。 

 

教 育 長  ありがとうございます。 

 この配置は重点戦略３が全体を支えていくという意味で外側にあるということ

でよろしいですか。 

 

多様な学び推進担当課長  今おっしゃるとおりで、１、２を支える土台となるような重点戦略３というと

ころで、そこについては、区内の小・中学生を支援していくんだというところを、

ここは図示していきたいというところでございます。 

 

教 育 長  ありがとうございます。 

 今、説明がありましたように、各事業には、それぞれの担当の課がありまして、

指導室の「指」、教育支援センターの「支」という漢字がそれぞれの担当課です。

これらを今度は、縦割り行政ではなくて、横串を刺しながら、多様な学びという

くくりで全体を進めていくということになります。そう捉えてよろしいですか。 

 

 

多様な学び推進担当課長  教育長がおっしゃったとおり、今までも当然横の連携であったり、教育委員会

として横のつながりというのを大事にしてきていただいているという認識はもち

ろんございます。 

 ただ、やはりそれをより具現化するといったら語弊があるのかもしれませんが、
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より少しそこの部分の焦点は、このような部分、多様な学びというところに少し

絞り込んで、かつそのようなものを寄せたり、さらに充実していくんだと、向こ

う３年について、検討とか、そのようなものもございます。 

 現状においてまだ確定していない部分ももちろんあるのですが、このような視

点で取り組んでいくんだと、先のものについても、一歩踏み込んで計画に乗せて

いるというところは、力強い区の意識とか、そのような部分という意味では、や

はりなかなか前例がないというか、一歩踏み込んだものになっているのかなとは

思っているところでございます。 

 

教 育 長  ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。 

 

山 口 委 員  余計なことだと思いますけれど、何か、ご説明、ありがとうございます。 

 色が青いと寒い感じがするので、赤とか、黄色とか、何か温かいものにしてい

ただくと、ほわっとするのかなと少し思いました。 

 

多様な学び推進担当課長  ありがとうございます。 

 ここの部分はなかなかおっしゃるとおりである一方、全体としてテーマカラー

を、今回、青という色で、少し今もんでいるところもあり、ただ、その部分が少

し、これは、最終的に印刷するときは白黒になってしまうところもありまして、

今後、少しその辺りは、そういうご意見を、また他の方からそういうご意見をい

ただく場合もあると思いますので、議案に向けてそのような意見がやはり色々と

いただくようでございましたら、データの面の工夫をするかどうかというところ

については、少し検討させていただきます。 

 

教 育 長  ありがとうございます。 

 たしか基本構想の中で、各分野が色分けされていまして、教育は朱色でした。

ですので、表紙は朱色が出てくるのではないかと思います。 

よろしいでしょうか。 

 

（なし） 

 

教 育 長  それでは、お諮りします。日程第三 議案第４０号については原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長  それでは、そのように決定します。 

 

○議事 
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日程第四 議案第４１号 「板橋区立中学校部活動地域移行実施計画２０２８」

（素案）について 

（多様な学び推進担当課） 

教 育 長  次に、日程第四 議案第４１号「「板橋区立中学校部活動地域移行実施計画２

０２８」（素案）について」、次長と多様な学び推進担当課長から説明願います。 

 

次 長  議案第４１号です。「板橋区立中学校部活動地域移行実施計画２０２８」（素

案）でございます。 

 提出者は、長沼豊教育長でございます。 

 こちらも、この素案の策定に当たり、教育委員会のご決定を賜りたいというふ

うに考えているものでございます。 

 こちらは、「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ」とついてございません。 

 こちらは既に部活動推進ビジョン２０３０というのが、この上位計画として、

今、進行中ということでございまして、これのビジョンの切れ目で「ＭＩＲＡＩ 

ＳＣＨＯＯＬ」という名称をつけていくという方向になると思いますので、この

形で少しご検討承ればというふうに思ってございます。 

 詳細については、多様な学び推進担当課長からご説明いたします。 

 

多様な学び推進担当課長  同じように、概要版で説明させていただきますので、２ページ目と３ページ目

をご覧いただく形となります。 

 ２ページからご案内させていただきます。 

 「板橋区立中学校部活動地域移行実施計画２０２８」（素案）でございます。 

 まず、１、計画の位置づけでございます。 

 本計画は、現在の実施計画２０２５の次期計画となりまして、計画期間は令和

８年度から令和１０年度までの３年間となります。 

 左下、２、板橋区立中学校部活動地域移行推進ビジョン２０３０の概要につい

ては既に策定済みの内容となりますので、背景の部分と目的だけご案内させてい

ただきます。 

 少子化の影響と教員の長時間労働というような部分から、今後、部活動につい

て持続可能性の低下が見込まれるところでございます。そのような中にあっても、

部活動改革を実施していく、右側の目的でございます。 

 生徒の成長機会の確保、教員の負担軽減による教育の質の向上、それが、ひい

ては生涯スポーツ社会、生涯学習社会の進展につながるよというところから、ビ

ジョンを定めているところでございます。 

 右上に移ります。３、現在の実施計画２０２５の取組と成果でございます。 

 重点戦略１に関連しまして、令和６年度にサイエンスクラブを創設しておりま

す。また、令和７年度には、他自治体に先駆けて、全区立中学校同時に野球部を

地域移行し、野球クラブの創設をしております。 

 重点戦略２につきましては、規定の部活動指導員の増員というところで、３名

から４４名に配置の予算の拡大をいたしております。 
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 また、重点戦略３というところで、部活動の地域移行シンポジウムを開催した

ところでございます。 

 真ん中、４、部活動地域移行に係る国の動向等でございます。 

 令和６年に「地域スポーツ・文化芸術活動等と部活動改革に関する実行会議」

国が設置し、令和７年５月に最終取りまとめを文部科学省へ提出しております。 

 スポーツ庁、文化庁は最終取りまとめを踏まえ、部活動の地域展開及び地域ク

ラブ活動の推進等に関する今後の具体的な方策を検討するため、「部活動の地域

展開・地域クラブ活動の推進等に関する調査研究協力者会議」というものを設置

しているところでございます。 

 板橋区立中学校部活動の現状について、５番については記載のとおりとなりま

す。 

 ２ページ目にお進みいただいてもよろしいでしょうか。 

 こちらにつきましては、左に重点戦略と取組を、右側にそのイメージ図を置い

ているところでございます。 

 まず、左から説明をさせていただきます。 

 上段の枠の中でございます。こちらは学校部活動というグレーの枠と、下に赤

い矢印。右側が地域クラブ活動ということで、青色と緑色の箱がございます。 

 ビジョンの振り返りにはなってしまうのですが、左上の、現在の学校部活動を、

右の地域移行という形で、行政が運営主体となるいたばし地域クラブの推進とい

うものが重点戦略１でございます。 

 下の重点戦略３、緑色の部分につきましては、地域の、民間のスポーツ団体と

か、そのようなところも含まれて、中学生を受け入れていただくような下地を作

っていくという意味での地域展開、環境整備という部分でございます。 

 左へ戻りまして、ピンク色の下の矢印の部分でございます。 

 そうは言いましても、部活動は、当面の間、残る部分がございますので、そこ

について、やはり専門的な技術指導ができる指導員等を配置していくという地域

連携の活動という部分が既存のビジョンで置いている内容でございます。 

 下へ参りまして、重点戦略１、２、３に書いてある言葉については、引き続き、

ビジョンからの内容となっており、取組の部分についてが２０２８の取組内容と

なります。 

 取組、まず重点戦略に関わる取組として、いたばし地域クラブの充実、重点戦

略２の取組として、部活動を支援する外部人材の活用、重点戦略３として、取組

１、部活動移行シンポジウムの開催、取組２、受皿となる団体の認定・登録制度

の検討・実施でございます。 

 図の右側の方で、特に２０２５からの継続でなく、２０２８から取り組んでい

く内容についてご案内をさせていただければと思います。 

 右の図の上段、重点戦略１にかかる３年間の取組でございます。 

 こちらにつきまして、まず、新たな個別クラブの設置というところでございま

す。 

 令和７年度、野球部を設置しておりますが、引き続き、中学生の活動機会の確
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保と教育負担軽減の両立を図るため、まずは設置校数、部員数ともに多い運動部

から優先的に地域クラブへの移行を検討していくものでございます。 

 次に、持続可能な運営体制の構築でございます。 

 今年度、地域移行した野球クラブの運営で見られた指導者確保の難しさなどの

課題を解決していくため、より持続可能な運営体制の構築をめざしてまいります。 

 下へ参りまして、重点戦略３の方をご覧ください。 

 重点戦略３の３年間の取組が、黒ポチが３つございますが、２つ目以降でござ

います。 

 まず、中学生が民間のクラブの情報にアクセスできる仕組みの検討でございま

す。 

 部活動の地域移行、地域展開を推進するに当たっては、いたばし地域クラブ以

外にも、中学生が民間の地域クラブの情報に利便性高くアクセスできる情報の整

備が求められます。 

 民間地域クラブ等の連携の調整等を強化し、多様な活動主体を幅広く紹介でき

るよう、情報収集を重点的に行ってまいります。 

 また、中学生が実際に利用しやすいものとなるよう、現在のホームページの仕

組みとかも含めて研究を進めてまいる予定でございます。 

 下の民間のクラブ活動に係る認定登録制度の検討でございます。 

 こちらにつきましては、現在、国の会議体の方で、区市町村による、いわゆる

民間地域クラブの活動を認定や登録するための要件である、あるいは認定登録方

法の検討をしているというところでございます。 

 その検討状況を注視しつつ、板橋区として、どのようにそれを運営していくの

かというところの制度の研究を進めてまいります。 

 右のイメージ図におけるその他の記載事項については、２０２５の実施計画か

ら継続して取り組む内容となりますので、説明は割愛させていただきます。 

 説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、お願いいたします。 

 

小 林 委 員  詳細なご説明、ありがとうございました。 

 今、地域クラブということで、スポーツから先行するという話でしたが、今後、

例えば音楽とか、そのようなものについても計画はあるのでしょうか。  

 

多様な学び推進担当課長  具体的な種目とか、そのようなことの計画が詳細になってまいりますと、毎年

度の予算に関わってくることもありますので、この場での具体的な種目は少しお

答えは控えるところなのですが、やはり、今、我々として考えているのは、部員

数が多いところの生徒の活動機会というのを大事にしていきたいと思っておりま

す。 

 それというのは、１つは教員の負担軽減ということを考えていったときに、や

はり生徒数が多いイコール、通常、顧問数も多いというところがございます。 
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 そのようなところの教員の負担軽減をできる限り早めにしたいということ。 

 プラスして、あとは学校という施設ですね。例えばスポーツ系ですと、校庭で

あったり、体育館という、生徒が、放課後、すぐに活用できるような利便性の高

い、そういう資産がある、そのようなものをまずは活用していくとか、そのよう

な総合的な部分を考えまして、まずは運動部ということを考えています。 

 ただ、今、おっしゃっていただいたとおり、そういうことについても、どのよ

うな形でやっていくのがいいのか、部員数が多い文化部がある一方、様々な取組

であったり、既存の教科と関連したような形でやっていただいているというよう

な部活動もありますので、そこの研究等は並行してやっていきたいなとは思って

いるところでございます。よろしくお願いいたします。 

 

次 長  補足させていただきますけども、詳細は今課長の方で申し上げたとおりなので

すけども、特に文化系の吹奏楽部は、板橋区はかなり全中学校で必ずあるもので

すから、そのような部分については、やはり私たちも課題を持って検討している

ところでございます。 

 そのような意味では、まずは民間の指導者といいましょうか、部活動指導員と

か、そのような制度を活用して、教育の負担軽減ができないか、また、子どもた

ちのためにならないかとかいうのを検討しているところでございます。 

 なかなかすぐに結論が出るかどうか難しい部分もあるのですけども、また、ダ

ンスにつきましても、希望の声はちらほらとあるのですが、その声がまとまって

くれば、また少し違うんでしょうが、まだ少数にとどまっている様子なので、難

しい部分もあるということです。 

 一方で、もう既に部活動展開している中学校はございますので、そのような中

学校については、既に現行体制の中でどうやって展開できるかというところで、

文化系は運動部の次というところで、今、説明しましたが、そのような活動状況

をにらみながら、私どもは意識を持って検討している最中でございます。 

 すみません、補足でございます。 

 

小 林 委 員  ありがとうございました。 

 ブラスバンドは人数が多いものもありますので、お伺いしました。ありがとう

ございました。 

 

教 育 長  他にいかがでしょうか。 

 

野 田 委 員  大変すばらしい実行計画をまとめていただいて、ありがとうございます。 

 これからさらに進んでいくに当たって、この部活動改革実施の目的にもあると

思うのですけど、生徒の成長機会の確保だとか、教育の質の向上というのは、こ

れはもう既に民間にあるようなクラブチームとかではない、学校でこれまで教育

活動の一環として取り組んできたものとして非常に重要なところで、こちらに関

しては、ぜひとも今後も残していってほしいということがあります。 
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 学校教育から社会教育分野に移行していくに当たって、今回、この部活動指導

員の増員はかなり大幅に増員を検討していただいていて、私も実際にこの部活動

指導員の方が既に中学校でご指導されている方の話等も聞いていて、例えば運動

部で、技術的な面では非常に技術が上がって、この夏もいい成績を残したという

ような形で、この部活動指導員の方たちの活躍というのが非常に重要だというこ

とも感じております。 

 これから、１０倍以上、指導員の方が増えていくに当たっては、ぜひとも、も

ちろん技術の向上も大切なのですが、生徒の成長の機会の確保だとか、教育の質

の向上というところで、何らかの形で、競技的要素の教育、また、研修などをし

ていただいて、生徒との正しい接し方だとか、メンタル面の対応とか、そのよう

なところにも力を注いでいっていただきたいと思うのですが、部活動指導員の方

への何らかの教育や研修、導入など、そのようなところの何かお考えがあったら

教えていただきたいです。 

 

多様な学び推進担当課長  貴重なご意見、ありがとうございます。 

 まず、部活動指導員の部分でございます。 

 面接のところから順番にお話しさせていただきますが、面接のときに、必ずそ

のような意識があるかどうかとか、やはり今、いわゆる体罰的な指導であるとか、

そのようなものはあり得ない話ですので、そのような、まず、メンタリズム、当

然のマインドというのをお持ちかどうかということを、会話しながらちゃんと確

認をした上で、採用を進めていくというところがございます。 

 次に、その下の研修等の話でございますが、部活動指導員を含めた研修の前に、

まずは、この計画、こちらについても、必ずお目通しをいただいた上で、面談で

あったり、もしくは活動などで、こういう意図で板橋区は進めていますよという

ことをちゃんと読んでいますか、本当に分かってくれていますよねということを

確認した上で配置していくということを心がけております。 

 プラス、研修というところで、年に１回以上ですけども、必ずそのような、改

めて、今の時代に、品質というか、求められているものは何なのですかというこ

との講習であったりとかということを、様々な形を変えていたのですけども、講

習していくというところで、毎年、それを受けていただくということが条件にな

っておりますので、最新の今の状況ということを感じていただきながら、また、

今回の新しい計画が出来上がり次第、ちゃんと部活動指導員の方々にも目を通し

ていただいて、区は向こう３年間、こうやっていくんだといったことをしっかり

浸透していければと思っています。 

 

野 田 委 員  ありがとうございます。 

 

教 育 長  他にいかがでしょうか。 

 私からは、確認ですが、まず、この「地域移行」という言葉について、国の方

では、この「地域移行」を「地域展開」という形で、全部、言い換えて使ってい
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ますが、板橋では、この概要の２ページ目の左上を見れば分かりやすいのですが、

地域移行は、今までどおり、学校から地域への移行を示していて、地域展開とい

うのは、この重点戦略３の部分、地域の様々なクラブで広がっていくという意味

での「展開」という言葉を使ったということで、これは先見の明があったわけで

すね。国はもう置き換えましたが、 

 板橋としてはこの使い方でいく。ここも確認しておきたいと思います。 

 その上で、重点戦略１、これは先ほどお話があったように、全国でも例がない

画期的な人気スポーツの野球を、全部、全校で移行するということになりました。

これが、今、１年目で進んでいるところです。 

 それから、２についても、野田委員が先ほどご指摘いただいたように、部活動

指導員が皆さん活躍をしていただいて、たくさんの方が、今、中学生のために、

学校のために、あるいは先生のためにということでやってくださっています。こ

れもかなり充実してきたところです。 

 そうしますと、あと残りの重点戦略３、これが次の３年間では、もう少ししっ

かりと取り組んでいくという課題になると思って見ています。 

 国の指針が出て、どのように自治体が認定クラブを認定するのか、その仕組み

ができてくると、やりやすくなると思います 

 重点戦略１、私は「直営」と呼んでいますが、野球クラブを抱えて、教育委員

会の職員がやっているわけですが、種目が増えてくると、なかなか大変な部分が

出てきます。 

 そうなると、私は、この３年間ではそうでないかもしれませんが、いずれは１

の部分が３の方に、展開の方に置き換わっていく時期が来るだろうと長期的に見

ています。その点と先ほど言った３の地域展開のクラブ認定について聞かせてい

ただけますか。 

 

多様な学び推進担当課長  では、順番にご説明させていただきます。 

 まず、用語の使い方については、教育長のおっしゃるとおりで、国はいわゆる

地域移行を「地域展開」と呼んでいます。これというのは、板橋と異なり、国が

考えているのは、行政主導という概念が、そのようなクラブを作るという概念が

なくて、どちらかというと、地域の民間の方々に、部活動を全部お願いしてしま

おうというような、ある意味では、そのようなものをゴールにどうしても強く見

据えている、というところがございます。 

 しかしながら、板橋区は、先ほど先見の明ということもありましたが、力強い

意思でいたばし地域クラブを作って、きちんと受け止めていくんだ、その大きい

ところも含めてなのですけども、こういう野球クラブも含めて、これはもういま

だに都内では、多分、板橋区だけというような力の入れようというところもござ

います。 

 まず、やっぱり地域の方と、実際に中学校のＰＴＡの方とかとお話ししても、

大分、その言葉が浸透しつつあるなというのを感じています。 

 「地域移行」と「地域展開」という言葉であったり、本当にちゃんと計画を読
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んでいただいているスポーツ団体の方々と、「重点戦略１」とかという言葉で話

が通じるようになってきたりというところで、ここを、今、変に全部展開だと言

い出してしまうと、何でもかんでも地域に任せる気なのかというような、誤解が

生まれるなというところも感じているところであり、やっぱり板橋の独自性が相

当あるというところでは、現時点で、２０２８においては、「展開」に全部置き

換えるというのは少し違うかなと思っているため、このような形にさせていただ

いているところでございます。 

 続きまして、今後の重点戦略３というところなのですが、先ほど教育長からも

お話がありましたとおり、国の動向をしっかりと見定めていき、どのような形で

あれば、認定、もしくは登録というような形で地域のクラブの方を登録・紹介で

きるのかという整理が必要かと思っております。 

 やはりなかなか、その流れの中には、中学生はちょっとという方もいたりとか、

受け入れるのはウェルカムだけど、例えば保険とかは入っていないとかとなっち

ゃうと、保険に限らず、ご家庭でも、万が一の事故とか、そういうのがあります

と、やはり問題が発生したりするので、国としては一定の要件というところで、

そういう保険とか、規約とか、責任の所在を明確にしている団体であるというこ

との何かしらの確認は必要なのではないかという、今、議論がされています。 

 ただ、それは具体的に、では、どういう、例えばチェックシートがあって、ど

ういう条件を満たしたら認定されるのかというところまでの詳細な内容は、年度

内か、ひょっとしたら年度明けになってしまうかなというところもあるので、や

はりそれがないうちは、誤解も生んでしまいますので、そのようなものが見え次

第、丁寧に地域のスポーツ団体であったり、文化の団体の皆さんとは協議をして

いきたいなと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

 

教 育 長  ありがとうございます。 

 最後の直営の部分はどのように、今後、なっていきますか。 

 

多様な学び推進担当課長  直営の部分についてでございます。 

 右側の図の中の、先ほどお話しした持続可能な運営体制の構築というところと

も少し関係してくるのですが、現在、教育委員会事務局の地域移行に関連してい

る係が、昨年は１名から４名増員で対応しているところでございます。 

 しかしながら、部活動の部分も併せての、当然、対応であったり、野球だけで

ない部分、特に野球の部分については、見えない部分の対応業務というところも

あり、それが落ち着いてきても、なお、なかなか正規の職員のみでは厳しくなっ

てきているという現下の状況がございます。 

 当然、人員の要求であったり、調整というのは、人事部門としていくのですが、

昨今、ご存じのとおり、雇用が非常に厳しいという状況もあり、毎年３人ずつ例

えば増員するとか、何か増員要望を出すというのも難しいかなと思っております。 

 この部分については、さらなる民間の企業との連携も含めて、予算も関連して
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はくるのですが、しっかり検討して、歩みを止めないように、しっかり進めてい

けるような教育委員会事務局側の体制も作っていきたいなと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

 

教 育 長  ありがとうございました。 

 よろしいでしょうか。 

 

（なし） 

 

教 育 長  それでは、お諮りします。日程第四 議案第４１号については原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長  それでは、そのように決定します。 

 

○議事 

日程第五 議案第４２号 「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －学校施設づ

くり２０３５－」（素案）について 

（学校配置調整担当課） 

教 育 長  次に、日程第五 議案第４２号「「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －学

校施設づくり２０３５－」（素案）について」、次長と学校配置調整担当課長か

ら説明を願います。 

 

次 長  では、議案第４２号「「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －学校施設づく

り２０３５－」（素案）について」でございます。 

 こちらも長沼豊教育長からの提出でございます。 

 こちらは、いわゆる魅力ある学校づくりプランの後期計画である、向こう１０

年間の計画として本素案を策定するというものでございまして、本日、ご決定を

賜れればということでございます。 

 詳細につきましては、学校配置調整担当課長の方からご説明いたします。お願

いいたします。 

 

学校配置調整担当課長  説明は、概要版でご説明させていただければと思います。 

 まず、２／９８ページをご覧ください。 

 第１章、計画の策定にあたってでございます。 

 今回の計画策定における前提としまして、策定の趣旨、計画の位置づけ、期間

などを記載してございます。 

 計画の期間でございますが、全体としては、計画の期間が２０年間のいたばし

魅力ある学校づくりプランというものでございまして、今年度までの１０年間を
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前期計画、来年度からの１０年間を後期計画と位置づけてございます。 

 この後期計画に当たるものが、今回の「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし 

－学校施設づくり２０３５－」でございます。 

 本計画は、先ほど説明がございました、教育ビジョンやアクションプランの下

位計画という位置づけでございます。 

 続きまして、左下、第２章、前期計画における成果をご覧ください。 

 今年度までが計画期間でございます、前期計画の対応結果や成果、後期計画に

向けた課題と方向性を記載してございます。 

 対応結果といたしましては、各学校の整備状況を掲載してございます。 

 一部、まだ、現在、整備中、対応中の学校もございます。 

 成果としましては、ハード整備の観点だけではなく、魅力ある学校としての取

組についても触れてございます。 

 ２、後期計画に向けた課題と方向性としましては、まちづくりの進捗の影響へ

の対応や、継続的な教育環境の充実、その他、様々な視点を取り入れた検討の必

要性ということも挙げてございます。 

 続きまして、資料右上、第３章、新しい時代を見据えた未来志向の学校づくり

をご覧ください。 

 こちらでは、まず、１として、新しい時代の学びを実現する学校整備に向けて

ということで、中央教育審議会の答申を載せてございます。 

 その下、次に、２、新しい時代を見据えた未来志向の学校づくりにおきまして、

教育委員会共通の「ＭＩＲＡＩ」の５つの力に対しまして、学校施設づくりとし

てのビジョンを掲げ、また、その下、 未来の学校づくりで重視する、学校教育と

４つの視点とは、ということで、学校教育に加えまして、防災、地域連携、環境

配慮、生涯学習の４つの視点を重視していくこととしています。 

 ３／９８ページにお進みください。 

 第４章、小中一貫型学校の今後の展開でございます。 

 今後の小中一貫型学校の設置に当たりまして、１、基本的な考え方として、未

来像、方向性、設置条件を整理してございます。 

 この基本的な考え方を踏まえまして、その下に、設置予定校では、後期計画期

間内に整備する例としまして、現在整備中でございます、志村地域の志村小学校

・志村第四中学校に続き、赤塚地域の成増ヶ丘小学校・赤塚第二中学校、高島平

地域の高島第二小学校・高島第二中学校を示してございます。 

 最後、資料の右側、第５章、後期計画における整備方針をご覧ください。 

 後期計画では、２、整備方針にありますとおり、①から④、こちらの４つの観

点で整備、対応してまいります。 

 ①昭和４０年代に建設され、本計画期間中に築６０年を迎える学校一覧及び整

備方針のところでございますが、こちらは２０校を対象に、改築または維持改修

を実施してまいります。 

 次に、②昭和５０年代に建設され、本計画期間中に長寿命化改修の対象となる

学校としましては、記載の２校に対しまして長寿命化改修を行ってまいります。 
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 ③は、大規模集合住宅により教室不足が見込まれる学校については、状況を注

視しながら対応していきます。 

 また、最後、④の過小規模化の進行により対応を要する学校につきましては、

２校掲載しておりまして、周辺での大規模集合住宅の建て替え計画や、かわまち

づくり、地域の魅力向上の進捗といったものを注視しながら、今後の児童・生徒

数への影響も踏まえまして、対応していく必要があるということでまとめてござ

います。 

 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 私からは、概要版の１ページ目の右下ですが、これを見ますと、これからの学

校の建物、施設は、子どもたちのためだけの学校ではなくて、防災の視点とか、

環境とか、大人たちも一緒に学べるという点とか、様々な機能を設けていく、こ

れがまさに「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ」の視点でもあるわけですが、この辺り

のことについて少し補足をお願いできますでしょうか。 

 

 

学校配置調整担当課長  学校は、まずは学校教育というのが一番というところはもちろんですが、今、

教育長からありましたとおり、様々な視点が求められていますし、地域にとって

も大事な存在でございます。 

 ですから、このような多様な視点を持ちながら、地域に開かれた、地域ととも

にある学校というところ、そのような視点も踏まえまして、この後期計画のとこ

ろでは、学校の整備を進めてまいりたいと考えてございます。 

 

教 育 長  ありがとうございます。 

 他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

 

（なし） 

 

教 育 長  それでは、お諮りします。日程第五 議案第４２号については原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長  それでは、そのように決定します。 

 

○議事 

日程第六 議案第４３号 板橋区立八ケ岳荘指定管理者候補団体の選定について 

（生涯学習課） 

教 育 長  次に、日程第六 議案第４３号「板橋区立八ケ岳荘指定管理者候補団体の選定
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について」、地域教育力担当部長と生涯学習課長から説明願います。 

 

地域教育力担当部長  それでは、議案第４３号についてご説明いたします。 

 議案資料をご覧いただければと思います。 

 議案第４３号「板橋区立八ケ岳荘指定管理者候補団体の選定について」でござ

います。 

 議案の提出は、令和７年１０月９日。 

 提出者は、教育長、長沼豊でございます。 

 提案理由につきましては、板橋区立八ケ岳荘指定管理者選定委員会におきまし

て選定された指定管理者候補団体に対しまして、規則に基づき、指定管理者候補

選定通知書を交付するものでございます。 

 詳細につきましては、生涯学習課長よりご説明いたします。 

 

生涯学習課長  資料、２／５ページをご覧ください。 

 東京都板橋区立八ケ岳荘指定管理者候補団体の選定についての資料でございま

す。 

 こちらは、今申し上げましたとおり、選定方法に基づきまして選定をさせてい

ただいたところでございます。 

 １でございます。指定管理の候補団体ございますが、特定非営利活動法人国際

自然大学校でございます。 

 ２でございます。公募の概要でございますが、応募書類の配布等については、

６月２８日から８月８日まで行いまして、途中、施設見学会ということで、現地

の方で、７月１８日、参加は９団体でございました。 

 募集締切は８月８日でございますので、応募の方が３団体あったという状況で

ございます。 

 ３でございます。選定結果及び審査結果でございます。 

 （１）第一次審査でございますが、こちらは８月１８日に行いまして、応募３

団体について、書類審査、財務評価等を行いまして、評価とさせていただいたと

ころでございます。 

 内容については、４／５ページをご覧いただければと思います。 

 こちらに一次審査の採点表をお示しさせていただいております。 

 こちらにございますとおり、Ａ、Ｂ、Ｃ社と３社ございましたが、Ｃ社につき

ましては、財務諸表の関係で、こちらが満たさないということでございますので、

こちらについては選定の対象外とさせていただきまして、一次審査で落選という

形にさせていただいたところでございます。 

 では、戻りまして、また、２／５ページの方をご覧ください。 

 ３の（２）でございます。 

 二次審査でございます。８月２９日に行いました。 

 第一次審査を通過した２団体のうち、１者、辞退がございましたので、１団体

に対してプレゼンテーション、質疑応答を行ったというところでございます。 



30 

 こちらは、こちらの要綱に基づいて、点数の半分、５０％を満たしていたとい

うことで、今回、選定させていただいたとおりでございます。 

 採点の集計表については、５／５ページの方をご覧いただければと思います。 

 先ほどの二次審査の採点表でございます。 

 こちらにありましたとおり、採点を行いまして、こちらの合計点、７００点に

対しまして６１３点ということで、８７．６％を得点していたということで選定

させていただいたというところでございます。 

 こちらは、採点の際に、最初の募集の際にも申し上げさせていただきましたと

おり、こちらの１の民間能力の活用の④魅力ある食事内容ということで、食事の

内容について配点を多くさせていただきまして、採点をさせていただいたところ

でございました。 

 また、２／５ページの方にお戻りいただければと思います。 

 こちらについて、こちらのとおり採点を行いまして、その結果については、４

にございます応募団体への結果通知でございましたが、こちらを交付させていた

だくというところでございます。 

 ５の今後の予定でございますが、第四回区議会定例会の議決を経て、指定管理

者の指定を行うという流れになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 簡単でございますが、以上でございます。 

 

教 育 長  それでは、質疑、意見等がございましたら、お願いします。 

 

小 林 委 員  委員として参加させていただきまして、ありがとうございます。第二次審査と

いうことで、プレゼンも拝見いたしまして大変気配りのできるデザインをされて

いるところになってよかったと思います。よろしくお願いいたします。 

 

生涯学習課長  選定委員として、ありがとうございました。 

 今回、その内容を踏まえて、今後、来年に向けては、今回の指定管理候補団体

については、今現在も行っている、今現在は八ヶ岳フィールドパートナーズとい

うことで、３社の合同の団体で受けていただいておりまして、その代表団体が今

回の国際自然大学校でございました。 

 ですので、施設管理なんかについては、引き続きというところでございますの

で、その部分は安心かなというところでございますが、食事の提供が、今まで、

そこに一緒に、フィールドパートナーで行いましたＴＳＫサービスというところ

が行っていたのですが、そこは、今回、変わって、全て国際自然大学校の方で受

けるという形になっておりますので、食事の内容なんかも含めて、非常に色々な

ご意見をいただいて課題になっておりますので、そこについては、生涯学習課と

しても常に管理をしながら、努めてまいりたいというふうに思っております。 

 

教 育 長  よろしいですか。 

 他にいかがでしょうか。 
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（なし） 

 

教 育 長  私からは、この八ヶ岳荘については、榛名林間学園が昨年度末に閉じましたの

で、相対的にこちらの需要、ニーズも高まってきて、期待度が高くなっていると

認識しております。 

       中学校が使っていますし、青少年健全育成地区委員会のキャンプ活動などでも

使っていますので、区民からも愛され、そしてまたニーズも高まっているという

ことです。今、お話がありましたように、食事についても、質的な向上に課題が

あると聞いていますが。この新しい業者さんは、その点は大丈夫でしょうか。 

 

生涯学習課長  ありがとうございます。 

 その内容については、きちんと二次選定のときに、色々と質問事項の中で確認

をさせていただいたところでございますし、そこについては、そこの場だけでは

なくて、継続的に、そこは生涯学習課の方できちんと見ていきたいというふうに

思っております。 

 また、食事の提供をする団体についても、そのような意味では変わるというと

ころもございますし、また、今年、榛名が閉鎖された関係で、多くの青健事業が

八ヶ岳で行われたということもありまして、そこはもうかなり団体が重なったと

いうところもあって、提供時間なんかで非常にご不便をおかけしたところがござ

いましたが、そこについても、継続的な団体でございますので、そこを踏まえた

人員配置なんかは期待できるところと思っていますので、来年についてはその部

分に期待しながら、注視してまいりたいというふうに思っております。 

 

教 育 長  ぜひ、今年度の課題があれば、それはしっかりと、来年度についてはクリアし

ていただきたいということで、よろしくお願いします。 

 他にございますか。 

 

野 田 委 員  ありがとうございます。 

 食事に関しては非常に重点を置いてくださったということで、私も少し食事の

ところで、これまで気になっていたところがあるのですけど、学校でも、特に食

物アレルギーのことなのですけども、学校教育の中で、かなり給食室の方で、あ

と、担任の先生等でも、食物アレルギーの対応というのを慎重に行っているとこ

ろで、一度、移動教室の中でも、アレルギーの子に誤って提供してしまったとい

う例もあったと思うので、特に変わるということであれば、食物アレルギーの方

への対応、こちらの方は、状況によっては命に関わることがありますので、慎重

に扱っていただくということと、また、そのような指導というか、情報提供と情

報共有を密に行っていただいて、忙しい中で、取り間違いのないように確認いた

だければと思います。お願いします。 
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生涯学習課長  ありがとうございます。 

 本当にそのようなアレルギーの事故というのはあってはならないことでござい

ますので、そこについては、きちんと、しっかり生涯学習課の方で指導してまい

ります。 

 また、先ほど来、申し上げていますとおり、継続した団体でございますので、

今までの反省点を踏まえて管理していただけるというふうに、信用というか、こ

ちらも考えておりますし、また、そこについてもきちんと指導してまいりますの

で、継続的な対応をお願いいたしたいと思います。 

 

野 田 委 員  よろしくお願いします。 

 

教 育 長  よろしいですか。 

 

（なし） 

 

教 育 長  それでは、お諮りします。日程第六 議案第４３号については原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長  それでは、そのように決定します。 

 

○報告事項 

１．令和８年度学校給食調理等業務新規委託校について 

（学－１・学務課） 

教 育 長  では、次に、報告事項を聴取します。報告（１）「令和８年度学校給食調理等

業務新規委託校について」、学務課長から報告願います。 

 

学 務 課 長  来年度から新規で委託させていただく学校をご案内するものでございます。 

 １、新規の委託校は、桜川小学校でございます。 

 ２でございます。 

 次の事項を総合的に考慮して決定したというところでございます。 

 （１）が退職者数等職員配置体制、（２）で規模及び地域バランスでございま

す。 

 具体的に申し上げますと、まず（１）でございます。 

 直営校が、今、４校ございますが、その中の全体において、今年度いっぱいで

３名の職員が退職を予定してございます。 

 その関係で、１校が直営校として維持ができなくなってしまいました。それが

主な理由でございます。 

 （２）の理由といたしまして、桜川小学校は、直営校４校の中で一番規模が大
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きいというところで、直営で行うのは少し負担が大きい学校だというところと、

地域バランスといたしましては、区内の３エリアに分割した場合に、赤塚エリア

に桜川小学校は該当するのですが、赤坂エリアは、桜川小学校の他にも、赤塚第

一中学校があるというところで、バランスを考えて決定させていただいたところ

でございます。 

 ３、参考でございますが、学校給食調理業務委託につきましては、ほぼ委託化

が進んでございまして、これをもって直営校が３校という形になります。 

 それ以外は、７３校中７０校がもう委託校というところで、全体のパーセンテ

ージといたしまして、９６％いうところになります。 

 こちらの情報につきましては、本日の１３時に対外的にオープンさせていただ

く予定でございますので、その点ご留意いただけたらと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

（なし） 

 

教 育 長  冒頭で、本日の会議に出席する職員は１１名と申し上げましたが、冨田指導室

長が所用により途中から参加をしまして、報告２「第２４回櫻井徳太郎賞の応募

状況について」、こちらは出席ということになっております。 

 また、日程第三の議案第４０号以下の議案についても出席ということで、その

部分については、１２名の職員ということで議事録に残します。 

 よろしくお願いします。 

 それでは、以上をもちまして本日の教育委員会は閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

午前  １１時 ３７分 閉会 

 

 


